
高知県広域観光推進事業費補助金交付要領

（目的）

第１条 この要領は、高知県広域観光推進事業費補助金交付要綱（以下「要綱」という。）

第 16 条の規定に基づき、高知県広域観光推進備事業費補助金の交付に関し必要な事項

を定めるものとする。

（補助対象事業）

第２条 補助金の対象となる事業は、要綱第３条で定めるもののほか、別表第１で定める

要件を満たすものとする。

（補助事業者）

第３条 要綱別表第２の「交付要領に定める広域観光組織」は、別表第２に定めるとおり

とする。

（事業実施主体）

第４条 要綱別表第１の「広域観光組織が中心となって構成された団体の長が補助を行う

団体」のうち、法人格のない団体については、次の各号に掲げる全てを満たすものとす

る。

(１) ３以上の個人又は法人で構成されるもの

(２) 地域資源を活用し、地域振興に資する取組を行うもの

(３) 規約等を有し、団体の意思を決定し、及び執行する組織が確立されており、かつ、

予算、決算及び会計処理が行われているもの

（補助対象経費及び補助率）

第５条 地域博覧会開催支援事業を行う場合であって、国の補助事業又は国の外郭団体が

国からの補助金を原資に実施する事業を活用して実施する事業（以下「国等の事業」と

いう。）を活用するときは、次の各号に掲げるとおりとする。

(１) 補助対象経費は、補助を受けようとする国等の事業の補助金交付要綱等で規定す

る補助対象経費とすること。

(２) この補助金と補助を受けようとする国等の事業の補助金等の額との合計は、補助

を受けようとする国等の事業の補助対象事業費の２分の１を限度とすること。

（補助金の交付の決定）

第６条 補助金の交付の決定は、次の各号に掲げるとおり行うものとする。

(１) 補助事業者は、要綱第５条に規定する実施計画書及び補助金交付申請書に別表第

３に定める書類を添えて産業振興推進地域本部（以下「地域本部」という。）と協議を

行い、地域本部の地域産業振興監の意見書を添えて知事に提出すること。

(２) 知事は、地域本部の地域産業振興監の意見を踏まえて審査し、補助金の交付の可

否について決定を行うこと。ただし、広域観光推進事業については、あらかじめ知事

が別に定める審査会の意見を聴いたうえで行うこと。

(３) 交付の決定を行った場合にあっては当該申請者にその旨を通知するものとし、不

交付の決定を行った場合にあっては、その理由を付して、当該申請者に通知すること。



（補助事業の重要な変更）

第７条 要綱第８条第４号の「補助事業の内容の重要な部分に関する変更」は、次の各号

に掲げるとおりとする。

(１) 交付決定時又は変更承認時に予定していなかった工事、設備、備品等の追加及び

改修

（委任）

第８条 この要領に定めるもののほか、高知県広域観光推進事業の実施に関し必要な事項

は、知事が別に定める。

附 則

この要領は、平成 25 年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成 26 年３月 20 日から施行する。

附 則

１ この要領は、平成 27 年３月 27 日から施行する。ただし、平成 27 年度事業に係るもの

については、平成 27 年４月１日に施行する。

２ 補助事業者が「ステージＡ」又は「ステージＢ」に該当する場合において、平成 27 年

度の交付申請について第６条第１項第３条の規定により、不交付の決定を行う場合は、

同号の規定にかかわらず、不交付と判断した理由の解消を条件として付した上で、交付

の決定を行うものとする。

附 則

この要領は、平成 28 年３月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成 28 年 11 月７日から施行する。

附 則

この要領は、平成 29 年３月 17 日から施行する。

附 則

この要領は、平成 30 年３月 22 日から施行する。

附 則

この要領は、平成 31 年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、令和２年７月３日から施行する。

附 則

この要領は、令和３年３月 15 日から施行する。


